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津市条例第３９号 

津市後期高齢者医療に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、本市が行う後期高齢者医療について、高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」という。）、三重県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年三重県後

期高齢者医療広域連合条例第３６号。以下「広域連合条例」という。）その

他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （本市において行う事務） 

第２条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令

（平成１９年政令第３１８号）第２条並びに高齢者の医療の確保に関する法

律施行規則（平成１９年厚生労働省令第１２９号）第６条及び第７条に規定

する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。 

 ⑴ 広域連合条例第２条の葬祭費の支給に係る申請書の受付 

 ⑵ 広域連合条例第１６条の保険料の額に係る通知書の引渡し 

 ⑶ 広域連合条例第１７条第２項の保険料の徴収猶予に係る申請書の受付 

 ⑷ 広域連合条例第１７条第２項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対

して三重県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し 

 ⑸ 広域連合条例第１８条第２項の保険料の減免に係る申請書の受付 

 ⑹ 広域連合条例第１８条第２項の規定による保険料の減免の申請に対して

三重県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し 

 ⑺ 広域連合条例第１９条本文の申告書の受付 

 ⑻ 前各号に掲げる事務に付随する事務 

（保険料を徴収すべき被保険者） 

第３条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 

⑴ 本市の区域内に住所を有する被保険者 

⑵ 法第５５条第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等（同



 

項に規定する病院等をいう。以下同じ。）に入院等（同項に規定する入院

等をいう。以下同じ。）をした際本市の区域内に住所を有していた被保険

者 

⑶ 法第５５条第２項第１号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続

して入院等をしている２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした

際本市の区域内に住所を有していた被保険者 

⑷ 法第５５条第２項第２号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後

に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の

際本市の区域内に住所を有していた被保険者 

（普通徴収に係る納期等） 

第４条 普通徴収（法第１０７条第１項に規定する普通徴収をいう。）の方法

によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。 

第１期 ７月１日から同月末日まで 

第２期 ８月１日から同月末日まで 

第３期 ９月１日から同月末日まで 

第４期 １０月１日から同月末日まで 

第５期 １１月１日から同月末日まで 

第６期 １２月１日から同月２５日まで 

第７期 １月１日から同月末日まで 

第８期 ２月１日から同月末日まで 

第９期 ３月１日から同月末日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する納期によることが困難

であると認める被保険者に係る納期については、別に定めることができる。 

この場合において、市長は、当該被保険者に対して、その納期を通知しなけ

ればならない。 

３ 保険料の納期限が民法（明治２９年法律第８９号）第１４２条に規定する

休日又は土曜日に該当するときは、前２項の規定にかかわらず、これらの日

の翌日をその納期限とみなす。 

４ 各納期に納付すべき保険料の額は、その年度に納付すべき保険料の額を納

期の数で除して得た額とする。 

５ 前項の規定により定められた納期ごとの分割金額に１００円未満の端数が

あるとき、又はその分割金額が１００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額は、すべて最初の納期における納付額に合算するものとする。 

（保険料の額の通知） 

第５条 市長は、保険料の額が定まったときは、速やかにこれを被保険者に通



 

知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。 

（保険料の督促手数料） 

第６条 保険料の督促手数料は、督促状１通について、８０円とする。 

（延滞金） 

第７条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合におい

ては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、

当該納付金額が２，０００円以上（１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）であるときは、その金額につき年１４．６パーセント

（当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付しなければならない。 

２ 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の４の２第５項の規定を準用する。 

３ 第１項に規定する年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３

６５日当たりの割合とする。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（罰則） 

第９条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主

その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第１

３７条第２項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられ

てこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、

若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０万円以下の過料に処する。 

第１０条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第４章の規定による徴

収金（本市が徴収するものに限る。）の徴収を免れた者は、その徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 

第１１条 前２条の過料の額は、情状により市長が定める。 

２ 前２条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

附 則 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度において、被扶養者であった被保険者（法第９９条第２項に

規定する被扶養者であった被保険者をいう。）について普通徴収の方法によ

り保険料を徴収するときは、第４条第１項に規定する納期に係る保険料のう

ち、第１期から第３期までの分の保険料は徴収せず、第４期からの分の保険



 

料を徴収するものとする。この場合において、同条第２項の規定の適用につ

いては、同項中「別に定める」とあるのは、「１０月１日以後において別に

定める」とする。 



 
 
 津市市長及び教育委員会の職務権限の特例に関する条例をここに公布する。  
  平成１９年１２月２６日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第４０号  
   津市市長及び教育委員会の職務権限の特例に関する条例  
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２４条の２第１項の規定に基づき、市長は、次に掲げる教育に関する事務を管

理し、及び執行するものとする。  
 ⑴ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。  
 ⑵ 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。  
   附 則  
 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  
 
 



 

 

 

 

 津市行政組織条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成１９年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第４１号 

津市行政組織条例の一部を改正する条例 

 津市行政組織条例（平成１８年津市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 第１条の表中「市長公室」を「政策財務部」に、 

「財務部  「市民部         

 市民部」  スポーツ・文化振興室」 

 第２条第１号を次のように改める。 

⑴ 政策財務部 

  ア 市政の総合企画及び調整に関すること。 

  イ 秘書に関すること。 

  ウ 地域審議会に関すること。 

  エ 広報に関すること。 

  オ 財政に関すること。 

  カ 財産に関すること。 

  キ 市税に関すること。 

  ク 工事の検査に関すること。 

 第２条第３号を次のように改める。 

⑶ 総務部 

  ア 市議会に関すること。 

  イ 文書及び情報公開に関すること。 

  ウ 例規に関すること。 

  エ 組織及び行政改革に関すること。 

  オ 職員に関すること。 

  カ 契約に関すること。 

  キ 情報化の推進に関すること。 

第２条中第４号を削り、第５号に次のように加え、同号を第４号とする。 

を に改める。 



 

  オ 広聴に関すること。 

 第２条第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ スポーツ・文化振興室 

  ア スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

  イ 文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。 

第２条第１１号エ中「公園及び」を削り、同条第１２号に次のように加える。 

  エ 公園に関すること。 

  オ 河川、砂防及び急傾斜地に関すること。 

第２条第１３号ウを削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （津市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

２ 津市職員等の旅費に関する条例（平成１８年津市条例第４５号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第３号及び第２１条第５項中「市長公室東京事務所」を「政策財務

部東京事務所」に改める。 

 （津市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 津市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津

市条例第９９号）の一部を次のように改正する。 

  第１８条第４項中「総務部」を「政策財務部」に改める。 

 （津市芸濃総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

４ 津市芸濃総合文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市

条例第２３９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「 

市長」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第６条、第１１条第１項及び第１４条中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

  第１５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （津市美里文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

５ 津市美里文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例

第２４０号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「 

市長」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第６条、第１１条第１項、第１２条及び第１５条中「教育委員会」を「市



 

長」に改める。 

  第１６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （津市白山総合文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ 津市白山総合文化センターの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市

条例第２４１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「 

市長」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第６条、第１１条第１項及び第１４条中「教育委員会」を「市長」に改め

る。 

  第１５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（津市文化振興条例の一部改正） 

７ 津市文化振興条例（平成１８年津市条例第２４６号）の一部を次のように

改正する。 

  第１２条第６項中「教育委員会事務局」を「スポーツ・文化振興室」に改

める。 

  第１４条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

（津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

８ 津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「 

市長」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第５条、第６条、第１０条第１項、第１１条及び第１４条中「教育委員会」 

を「市長」に改める。 

  第１５条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

  別表第１３備考９中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （津市スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

９ 津市スポーツ公園の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２

５１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「 

市長」に改め、同条第２項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

  第５条、第９条、第１１条第１項、第１２条及び第１５条中「教育委員会」 

を「市長」に改める。 

  第１６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

 （津市行財政改革推進委員会条例の一部改正） 

１０ 津市行財政改革推進委員会条例（平成１８年津市条例第２６７号）の一



 

部を次のように改正する。 

  第７条中「市長公室」を「総務部」に改める。 

 （津市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

１１ 津市特別職報酬等審議会条例（平成１８年津市条例第２６８号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条中「市長公室」を「総務部」に改める。 

 （津市生涯学習スポーツ審議会条例の一部改正） 

１２ 津市生涯学習スポーツ審議会条例（平成１８年津市条例第２７７号）の

一部を次のように改正する。 

  第９条中「において」の次に「総括し、及び」を加え、同条に次のただし

書を加える。 

   ただし、スポーツ分科会に係るものについては、スポーツ・文化振興室

において処理する。 

 （津市総合計画審議会条例の一部改正） 

１３ 津市総合計画審議会条例（平成１８年津市条例第３０９号）の一部を次

のように改正する。 

  第８条中「市長公室」を「政策財務部」に改める。 

（津市芸濃総合文化センターの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴

う経過措置） 

１４ この条例の施行前に附則第４項から第６項まで、第８項及び第９項の規

定による改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、附則第４項から第６項まで、第８項及び第９項の規定による改正後

のそれぞれの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみな

す。 



 

 

 

 

 

津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。 

平成１９年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第４２号 

   津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

（津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年津市条例第３

４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「前２項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第２項中「第２８条の５第１項」を「第２８条の４第１項若しくは第２

８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員で法第２８条の５第１項」に、「占める職員」を「占めるもの」に、

「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項

を加える。 

４ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により採用

された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という 。） の勤務時間は、第

１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき

１週間当たり３２時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

第２条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１

０条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」という 。） の承認を受けた職員（同法第１７条の規定によ

る短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員

等」という 。） の１週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、

当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同法第１７条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることと

なった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という 。） に

従い、任命権者が定める。  



 

第３条第１項ただし書を次のように改める。  
ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、

当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日

までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及

び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日か

ら金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。  
第３条第２項ただし書中「ただし」の次に「、育児短時間勤務職員等につ

いては、１週間ごとの期間について、１日につき８時間を超えない範囲内で、

当該育児短時間勤務等の内容に従い、勤務時間を割り振るものとし」を、「

再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。  
第４条第２項中「８日（再任用短時間勤務職員にあっては、８日以上）の

週休日」を「８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては４週間ごとの

期間につき８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては４週間ごとの期間につ

き８日以上の週休日 ）」 に改め、同項ただし書中「必要」の次に 「（ 育児短

時間勤務職員等にあっては、当該短時間勤務等の内容 ）」 を加え、「再任用

短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任

期付短時間勤務職員」に改め、「で週休日」の次に 「（ 育児短時間勤務職員

等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で

当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日 ）」 を加える。  
第８条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務

の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に

限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。 

第８条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務

の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に

限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を

することを命ずることができる。 

第１３条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職

員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

（津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  
第２条 津市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年津市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第６条の２、第７条並びに第９条第１項及び第２項」を「第７



 

条、第８条、第１０条第１項及び第２項、第１４条及び第１５条（これらの

規定を育児休業法第１７条において準用する場合を含む 。）、 第１７条、第

１８条第３項並びに第１９条第１項及び第２項」に改める。 

第２条第６号中「のほか 、」 の次に「職員が」を加え、「職員以外」を「

当該職員以外」に改める。  
第３条第１号中「該当したことにより」の次に「当該育児休業の承認が」

を加え、同条第３号を次のように改める。  
⑶ 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状

態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休

業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる

状態に回復したこと。  
第３条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。  
⑷ 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子

について既にしたものを除く 。） の終了後、当該育児休業をした職員の

配偶者（当該子の親であるものに限る 。） が３月以上の期間にわたり当

該子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと（当該職

員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育する

ための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に

限る 。）。  
第５条第１号中「育児休業に係る」を「職員が育児休業により養育してい

る」に、「職員」を「当該職員」に改める。  
第１１条を第２３条とし、第１０条に見出しとして 「（ 部分休業の承認の

取消事由 ）」 を付し、同条中「第５条」を「第１３条」に改め、同条を第２

２条とする。  
第９条に見出しとして 「（ 部分休業をしている職員の給与の取扱い ）」 を  

付し、同条中「津市職員の給与に関する条例」を「給与条例」に、「同条例」

を「給与条例」に改め、同条を第２１条とする。  
第８条の前の見出しを削り、同条に見出しとして 「（ 部分休業の承認 ）」

を付し、同条中「、１日を通じて２時間（労働基準法（昭和２２年法律第４

９号）第６７条の規定による育児時間を承認されている職員については、２

時間から当該育児時間を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託児の態

様、通勤の状況等から必要とされる時間について」を削り、同条に次の１項

を加え、同条を第２０条とする。  
２ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６７条の規定による育児時間



 

を承認されている職員に対する部分休業の承認については、１日につき２

時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。  
第７条中「第９条第１項」を「第１９条第１項」に改め、同条第３号中「

部分休業をし」を「職員が部分休業により養育し」に改め、「部分休業によ

り」を削り、「職員以外」を「当該職員以外」に改め、同号を同条第４号と

し、同条第２号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加え、同条

を第１９条とする。  
⑵ 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をし

ている職員  
第６条を削り、第５条の３の見出し中「期末手当等」を「育児休業をして

いる職員の期末手当等」に改め、同条第１項中「平成１８年津市条例第４２

号」の次に「。以下「給与条例」という 。」 を加え、同条第２項中「津市職

員の給与に関する条例」を「給与条例」に改め、同条を第７条とし、同条の

次に次の１１条を加える。  
（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）  

第８条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職

員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を１０

０分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したも

のとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の

昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合

に準じてその者の号給を調整することができる。  
（育児短時間勤務をすることができない職員）  

第９条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。  
⑴ 非常勤職員  
⑵ 臨時的に任用される職員  
⑶ 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員  
⑷ 津市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により

引き続いて勤務している職員  
⑸ 育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤

務をいう。以下同じ 。） をすることにより養育しようとする子について、

配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員  
⑹ 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養

育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育し

ようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合



 

における当該職員  
（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

育児短時間勤務をすることができる特別の事情）  
第１０条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。  
⑴ 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産し

たことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第１３条

第２号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が

取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に

規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居する

こととなったこと。  
⑵ 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことに

より当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の

期間が終了したこと。  
⑶ 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若

しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育すること

ができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることによ

り当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養

育することができる状態に回復したこと。  
⑷ 育児短時間勤務をしている職員が第１３条第３号に掲げる事由に該当

したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消されたこと。  
⑸ 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間

勤務に係る子について既にしたものを除く 。） の終了後、当該育児短時

間勤務をした職員の配偶者（当該子の親であるものに限る 。） が３月以

上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法により養

育したこと（当該職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方

法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により

任命権者に申し出た場合に限る 。）。  
⑹ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことそ

の他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務を

しなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。  
（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）  

第１１条 育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態は、

次に掲げる勤務の形態（勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、か



 

つ、１回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る 。） とする。  
⑴ ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週

間当たりの勤務時間が２０時間、２４時間又は２５時間となるように勤

務すること。  
⑵ ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休

日とし、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が２０時間、２４時間

又は２５時間となるように勤務すること。  
（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）  

第１２条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務

承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末

日の翌日の１月前までに行うものとする。  
（育児短時間勤務の承認の取消事由）  

第１３条 育児休業法第１２条において準用する育児休業法第５条第２項の

条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。  
⑴ 職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務

をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養

育することができることとなったとき。  
⑵ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子

以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。  
⑶ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と

異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。  
（育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情）  

第１４条 育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲

げる事情とする。  
⑴ 過員を生ずること。  
⑵ 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員（育児休業

法第１８条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職

員をいう。以下同じ 。） を短時間勤務職員として引き続き任用しておく

ことができないこと。  
（育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知）  

第１５条 任命権者は、育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をさせ

る場合又は当該育児短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面に

よりその旨を通知しなければならない。  
（育児短時間勤務をした職員の給与の取扱い）  

第１６条 育児短時間勤務職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤



 

務をすることとなった職員を含む 。） についての給与条例の規定の適用に

ついては、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  
第９条第

２項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その

者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第

２条第２項の規定により任命権者が定めた勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して

得た数（以下「算出率」という 。） を乗じて得

た額とする 

第１３条

第１項 

とする に、算出率を乗じて得た額とする 

第２４条

第２項第

２号及び

第３項 

再任用短

時間勤務

職員 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１０条第１項に規定する

育児短時間勤務をしている職員（同法第１７条

の規定による短時間勤務をすることとなった職

員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい

う 。） 

第２７条

第１項 

支給する 支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、

第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて

したもののうち、その勤務の時間とその勤務を

した日における正規の勤務時間との合計が８時

間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に

規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１００（その勤務が午後１０時から翌日の午

前５時までの間である場合は、１００分の１２

５）を乗じて得た額とする 

第３２条

第４項 

給料 給料の月額を算出率で除して得た額 

第３２条

第５項及

び第３５

条第３項 

給料の月

額 

給料の月額を算出率で除して得た額 

第３２条

第６項 

規則 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規

則 



 

（育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新）  
第１７条 第６条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。  

（短時間勤務職員の給与の取扱い）  
第１８条 短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。  
第８条 規則で定

める 

規則で定める初任給の基準に従い決定するもの

とし、その者の給料月額は、その者の受ける号

給に応じた額に、勤務時間条例第２条第４項の

規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下

「算出率」という 。） を乗じて得た額とする 

第９条第

２項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、その

者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて

得た額とする 

第２４条

第２項第

２号及び

第３項 

再任用短

時間勤務

職員 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３

年法律第１１０号）第１８条第１項の規定によ

り採用された同項に規定する短時間勤務職員（

以下「短時間勤務職員」という 。） 

第２７条

第１項 

支給する 支給する。ただし、短時間勤務職員が、第１号

に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたも

ののうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が８時間に達

するまでの間の勤務にあっては、同条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に１００分の１０

０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時

までの間である場合は、１００分の１２５）を

乗じて得た額とする 

第４３条 再任用職

員 

短時間勤務職員 

第４４条

第１項 

再任用短

時間勤務

職員 

短時間勤務職員 

第５条の２の見出し中「任期付採用職員の」を「育児休業に伴う任期付採

用に係る」に改め、同条を第６条とする。  



 

（津市職員の給与に関する条例の一部改正）  
第３条 津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）の一部

を次のように改正する。  
第１３条第１項中「、第２８条の５第１項」を「若しくは第２８条の５第  

１項」に改め、同条第２項中「法」を「再任用職員で法」に、「占める職員」

を「占めるもの」に、「第２条第２項」を「第２条第３項」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、平成２０年１月１日から施行する。  

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置）  
２ 第２条の規定による改正後の津市職員の育児休業等に関する条例（以下「

改正後の条例」という 。） 第８条の規定は、育児休業をした職員が平成１９

年８月１日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、

育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整につ

いては、なお従前の例による。  
３ 平成１９年８月１日において現に育児休業をしている職員が同日以後に職

務に復帰した場合における改正後の条例第８条の規定の適用については、同

条中「１００分の１００以下」とあるのは、「１００分の１００以下（当該

期間のうち平成１９年８月１日前の期間については、２分の１ ）」 とする。  



 
 
 
 

津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。  
  平成１９年１２月２６日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
津市条例第４３号  

津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  
津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第１  

４５号）の一部を次のように改正する。  
 第５条第１項の表津市白銀環境清掃センターの項中  
「１ ごみ（可燃物（粗大  「ごみ（可燃物（粗大ごみ 

  ごみに限る 。） 及び不   に限る 。） 及び不燃物に 

  燃物に限る 。）             限る ｡ )  

  ２ 廃棄物処理条例第１ を             に改める。 

  １条第３項の規定によ     

   り、市長が別に定める 

  産業廃棄物     」             」 

附 則  
１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  
２ 改正後の津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この  

条例の施行の日（以下「施行日」という 。） 以後の津市白銀環境清掃センタ

ーの使用について適用し、施行日前の津市白銀環境清掃センターの使用につ

いては、なお従前の例による。  



 

 

 

 

津市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例を廃止する条例をここに

公布する。 

平成１９年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久  

 

津市条例第４４号 

津市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

津市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第

１４８号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。   

 

 



 

 

 

 

 津市水道事業給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成１９年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第４５号 

   津市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２３条第１項の表中「４２０円」を「５０４円」に、「８４０円」を「９ 

９７円」に、「１，３６５円」を「１，６３８円」に、「２，９４０円」を「 

３，１５０円」に、「５，４６０円」を「５，８８０円」に、「８，５０５円」 

を「９，２４０円」に、「１９，２１５円」を「２０，７９０円」に、「４０，

８４５円」を「４３，９９５円」に、「９９，０１５円」を「１０７，１００

円」に、「１７６，７１５円」を「１９０，１５５円」に、「２７５，４１５

円」を「２９８，２００円」に、「５２．５０円」を「６３．００円」に、「

９４．５０円」を「１１５．５０円」に、「１６２．７５円」を「１９４．２

５円」に、「１７３．２５円」を「２１０．００円」に、「１８３．７５円」

を「２２０．５０円」に、「１９９．５０円」を「２３６．２５円」に、「２

０４．７５円」を「２４１．５０円」に改め、同条第２項中「７８．７５円」

を「９４．５０円」に改め、同条第３項中「３８８．５０円」を「４６７．２

５円」に改める。 

 第３４条第１項の表を次のように改める。 

１３ミリメートル ７０，３５０円

２０ミリメートル １７０，１００円

２５ミリメートル ２６５，６５０円

３０ミリメートル ３８４，３００円

４０ミリメートル ６８４，６００円

５０ミリメートル １，０６７，８５０円

７５ミリメートル        ２，４０５，５５０円

１００ミリメートル        ４，２７３，５００円

１５０ミリメートル        ９，６１６，９５０円



 

２００ミリメートル       １７，１００，３００円

２５０ミリメートル       ２６，７１９，３５０円

３００ミリメートル以上 管理者が別に定める額

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の津市水道事業給水条例（以下「新条例」という 。） 第２３条の規 

 定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という 。） 以後の使用に係る水 

 道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従 

 前の例による。 

３ 前項の場合において、施行日以後における最初の検針に係る使用水量につ 

 いては、日々均等に使用したものとみなす。 

４ 新条例第３４条第１項の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みを受 

 理したものについて適用し、施行日前に給水装置工事の申込みを受理したも 

 のについては、なお従前の例による。 



 

 

 

 津市簡易水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成１９年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久  

 

津市条例第４６号 

   津市簡易水道条例の一部を改正する条例 

 津市簡易水道条例（平成１８年津市条例第２２３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項の表中「４２０円」を「５０４円」に、「８４０円」を「９９

７円」に、「１，３６５円」を「１，６３８円」に、「２，９４０円」を「３，

１５０円」に、「５，４６０円」を「５，８８０円」に、「８，５０５円」を

「９，２４０円」に、「１９，２１５円」を「２０，７９０円」に、「４０，

８４５円」を「４３，９９５円」に、「９９，０１５円」を「１０７，１００

円」に、「１７６，７１５円」を「１９０，１５５円」に、「２７５，４１５

円」を「２９８，２００円」に、「５２．５０円」を「６３．００円」に、「 

９４．５０円」を「１１５．５０円」に、「１６２．７５円」を「１９４．２

５円」に、「１７３．２５円」を「２１０．００円」に、「１８３．７５円」

を「２２０．５０円」に、「１９９．５０円」を「２３６．２５円」に、「２

０４．７５円」を「２４１．５０円」に改め、同条第２項中「７８．７５円」

を「９４．５０円」に改め、同条第３項中「３８８．５０円」を「４６７．２

５円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の津市簡易水道条例第３条の規定は、この条例の施行の日（以下「 

施行日」という 。） 以後の使用に係る簡易水道事業の用に供する水道の料金

（以下「簡易水道料金」という 。） について適用し、施行日前の使用に係る

簡易水道料金については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、施行日以後における最初の検針に係る使用水量につ

いては、日々均等に使用したものとみなす。 



 
 
 
    
 津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成１９年１２月２６日  
 
                             津市長 松 田 直 久  
 

津市条例第４７号  
   津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  
第１条 津市職員の給与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）の一部

 を次のように改正する。  
  第１９条第３項中「６，０００円（職員に扶養親族でない配偶者がある場

 合にあってはそのうち１人については６，５００円、｣ を「６，５００円（」

 に、 ｢ない場合にあっては｣ を ｢ない場合にあっては、｣ に改める。  
  第２０条第３項中 ｢扶養親族たる配偶者の｣ を ｢配偶者の｣ に、 ｢につい

 て当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第３号

 に掲げる事実が生じた｣ を ｢が配偶者のない職員となった｣ に改める。  
  第３５条第２項第１号中 ｢１００分の７２．５｣ を ｢１００分の７７．５」

 に、 ｢１００分の９２．５｣ を ｢１００分の９７．５｣ に改める。  
    別 表 第 １ 中  

１級 ２級 ３級 １級 ２級 ３級 
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

円 
131,800 

円 
183,800 

円 
221,100 

円

133,400

円

185,800

円 
222,900 

132,900 185,600 223,000 134,500 187,600 224,800 
134,000 187,400 224,900 135,600 189,400 226,700 
135,100 189,200 226,800 136,700 191,200 228,500 
136,200 190,800 228,600 137,900 192,800 230,200 
137,300 192,600 230,600 139,000 194,600 232,100 
138,400 194,400 232,600 140,100 196,400 234,000 
139,500 196,200 234,600 141,200 198,200 235,800 
140,600 198,000 236,600 142,300 200,000 237,700 

  ｢ 

141,700 199,800 238,600 

    ｢

143,400 201,800 239,600 

 

 142,800 201,600 240,600 144,500 203,600 241,500 



 
144,100 203,400 242,600 145,900 205,400 243,400 
145,400 205,000 244,600 147,200 207,000 245,300 
146,700 206,900 246,600 148,500 208,900 247,200 
148,000 208,800 248,600 149,800 210,800 249,000 
149,500 210,700 250,600 151,300 212,700 250,800 
151,000 212,600 252,600 152,800 214,600 252,600 
152,500 214,600 254,600 154,400 216,500 254,600 
153,800 216,600 256,600 155,700 218,400 256,600 
155,300 218,600 258,600 157,200 220,300 258,600 
156,800 220,400 260,500 158,700 222,000 260,500 
158,300 222,400 262,400 160,200 223,900 262,400 
159,700 224,400 264,300 161,600 225,800 264,300 
162,300 226,400 266,200 164,300 227,700 266,200 
164,900 228,300 268,200 166,900 229,500 268,200 
167,500 230,200 270,100 169,500 231,300 270,100 
170,200 232,100 272,000 172,200 233,100 272,000 
171,900 234,000 273,900 173,900 234,900 273,900 
173,600 235,700 275,800 175,600 236,500 275,800 
175,300 237,300 277,700 177,300 238,000 277,700 
176,800 238,900 279,600 178,800 239,500 279,600 
178,600 240,500 281,500 180,600 241,000 281,500 
180,400 242,100 283,200 182,400 242,500 283,200 
182,200 243,700 285,100 184,200 244,000 285,100 
183,800 245,300 287,000 185,800 245,500 287,000 
185,300 246,900 288,900 187,300 247,100 288,900 
186,800 248,400 290,600 188,800 248,400 290,600 
188,300 250,000 292,400 190,300 250,000 292,400 
189,600 251,600 294,200 191,600 251,600 294,200 
190,900 253,200 296,000 192,900 253,200 296,000 
192,200 254,600 297,900 194,200 254,600 297,900 
193,500 256,000 299,600 195,500 256,000 299,600 
194,900 257,400 301,300 196,900 257,400 301,300 
196,200 258,800 303,000 198,200 258,800 303,000 

 

197,500 260,100 304,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

199,500 260,100 304,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  に 改める。

 198,800 261,500 306,400 200,800 261,500 306,400 



 
200,000 262,900 308,100 202,000 262,900 308,100 
201,300 264,300 309,800 203,300 264,300 309,800 
202,600 265,600 311,300 204,600 265,600 311,300 
203,900 266,900 312,900 205,900 266,900 312,900 
205,100 268,200 314,500 207,100 268,200 314,500 
206,300 269,500 316,100 208,200 269,500 316,100 
207,500 270,600 317,800 209,300 270,600 317,800 
208,700 271,900 319,400 210,400 271,900 319,400 
210,000 273,200 321,000 211,600 273,200 321,000 
211,100 274,500 322,600 212,600 274,500 322,600 
212,200 275,700 324,100 213,600 275,700 324,100 
213,300 276,800 325,300 214,600 276,800 325,300 
214,400 277,900 326,500 215,600 277,900 326,500 
215,500 279,000 327,700 216,600 279,000 327,700 
216,600 280,200 328,800 217,600 280,200 328,800 
217,700 281,200 329,800 218,600 281,200 329,800 
218,800 282,200 330,800 219,600 282,200 330,800 
219,900 283,200 331,800 220,600 283,200 331,800 
221,000 284,200 332,700 221,600 284,200 332,700 
222,100 285,100 333,500 222,600 285,100 333,500 
223,000 286,000 334,300 223,400 286,000 334,300 
224,100 286,900 335,100 224,400 286,900 335,100 
225,200 287,900 336,000 225,400 287,900 336,000 

 

226,300 288,700 336,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ｣ 226,500 288,700 336,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ｣ 

  別表第２アの表中  
１級 ２級 １級 ２級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
円 

202,200 
円

263,500

円

204,600

円

265,400

204,400 266,600 206,800 268,500

206,600 269,700 209,000 271,600

208,800 272,800 211,200 274,700

210,900 275,900 213,300 277,800

 「 

213,100 278,800

「

215,500 280,600

 

 215,300 281,700 217,700 283,400



 
217,500 284,600 219,900 286,100

219,800 287,600 222,200 288,900

222,200 290,600 224,600 291,800

224,600 293,600 227,000 294,700

227,000 296,600 229,400 297,600

229,300 299,600 231,700 300,400

231,700 302,400 234,100 303,000

234,100 305,200 236,500 305,600

236,500 308,000 238,900 308,200

238,700 310,700 241,100 310,700

241,800 313,500 244,200 313,500

244,900 316,300 247,300 316,300

248,000 319,100 250,400 319,100

251,100 321,700 253,500 321,700

254,200 324,500 256,600 324,500

257,300 327,300 259,700 327,300

260,400 330,100 262,800 330,100

263,400 332,700 265,800 332,700

266,500 335,200 268,800 335,200

269,600 337,700 271,800 337,700

272,700 340,200 274,800 340,200

275,800 342,600 277,800 342,600

278,600 344,800 280,500 344,800

281,400 347,000 283,200 347,000

284,200 349,200 285,900 349,200

287,100 351,500 288,700 351,500

290,100 353,800 291,600 353,800

293,100 356,100 294,500 356,100

296,100 358,400 297,400 358,400

299,100 360,500 300,300 360,500

301,500 362,600 302,600 362,600

303,900 364,700 304,900 364,700

306,300 366,800 307,200 366,800

 

308,600 368,800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

309,400 368,800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  に

          310,000         370,700          310,600          370,700  



 
311,400 372,600 311,800 372,600 
312,800 374,500 ｣ 313,000 374,500｣ 

 改め、同表備考中 ｢助教授｣ を ｢准教授」に、 ｢助手その他の職員｣ を ｢助

 教及び助手｣ に改める。  
  別表第２イの表中  

１級 ２級 ３級 
給料月額 給料月額 給料月額 

円 
147,000 

円

162,400

円 
286,100 

148,500 164,500 289,200 
150,000 166,600 292,300 
151,500 168,700 295,400 
153,100 170,700 298,400 
154,900 172,900 301,500 
156,700 175,100 304,600 
158,500 177,300 307,700 
160,300 179,600 310,700 
162,300 182,300 313,600 
164,300 185,000 316,500 
166,300 187,700 319,400 
168,200 190,500 322,300 
170,400 192,200 324,600 
172,600 193,900 326,900 
174,800 195,600 329,200 
177,100 197,400 331,500 
179,600 199,100 333,800 
182,100 200,800 336,100 
184,600 202,500 338,400 
187,100 204,300 340,700 
188,800 206,200 343,000 
190,500 208,100 345,300 
192,200 210,000 347,600 
193,700 211,700 349,800 

   ｢ 

195,300 213,700 351,700 

 

               196,900               215,700              353,600  



 
198,500 217,700 355,500 
200,200 219,600 357,400 
201,900 222,300 359,300 
203,600 225,000 361,200 
205,300 227,700 363,100 
206,800 230,500 364,900 
208,500 233,400 366,700 
210,200 236,300 368,500 
211,900 239,200 370,300 
213,500 242,000 372,200 
215,200 244,900 373,800 
216,900 247,800 375,400 
218,600 250,700 377,000 
220,400 253,600 378,700 
222,200 256,300 380,300 
224,000 259,000 381,900 
225,800 261,700 383,500 
227,700 264,400 385,100 
229,500 267,100 386,700 
231,300 269,800 388,300 
233,100 272,500 389,900 
234,900 275,200 391,400 
236,700 277,900 392,900 
238,500 280,600 394,400 
240,300 283,300 395,900 
241,900 285,900 397,500 
243,700 288,600 398,900 
245,500 291,300 400,300 
247,300 294,000 401,700 
249,000 296,500 403,200 
250,600 299,200 404,600 
252,200 301,900 406,000 
253,800 304,600 407,400 

 

255,500 307,100 408,700 

 
 

 を

 257,100 309,600 410,100 



 
258,700 312,100 411,500  
260,300 314,600 412,900 ｣

 
１級 ２級 ３級 

給料月額 給料月額 給料月額 
円 

148,800 
円

164,400

円 
286,300 

150,300 166,500 289,400 
151,800 168,600 292,500 
153,300 170,800 295,600 
154,900 172,800 298,400 
156,800 175,000 301,500 
158,600 177,200 304,600 
160,400 179,400 307,700 
162,200 181,700 310,700 
164,300 184,500 313,600 
166,300 187,200 316,500 
168,300 189,900 319,400 
170,300 192,800 322,300 
172,500 194,500 324,600 
174,700 196,200 326,900 
176,900 197,900 329,200 
179,200 199,700 331,500 
181,800 201,400 333,800 
184,300 203,100 336,100 
186,800 204,800 338,400 
189,300 206,600 340,700 
191,000 208,500 343,000 
192,700 210,400 345,300 
194,400 212,300 347,600 
195,900 214,000 349,800 
197,500 216,000 351,700 
199,100 218,000 353,600 

   ｢ 

200,700 220,000 355,500 

 

               202,400               221,900              357,400  



 
204,100 224,600 359,300 
205,800 227,300 361,200 
207,500 230,000 363,100 
209,000 232,800 364,900 
210,700 235,700 366,700 
212,400 238,600 368,500 
214,100 241,500 370,300 
215,700 244,300 372,200 
217,400 247,100 373,800 
219,100 249,900 375,400 
220,800 252,700 377,000 
222,600 255,500 378,700 
224,400 258,100 380,300 
226,200 260,700 381,900 
228,000 263,300 383,500 
229,900 265,900 385,100 
231,600 268,500 386,700 
233,300 271,100 388,300 
235,000 273,700 389,900 
236,700 276,300 391,400 
238,400 278,900 392,900 
240,100 281,500 394,400 
241,800 284,100 395,900 
243,300 286,600 397,500 
245,000 289,200 398,900 
246,700 291,700 400,300 
248,400 294,200 401,700 
250,000 296,500 403,200 
251,500 299,200 404,600 
253,000 301,900 406,000 
254,500 304,600 407,400 
256,100 307,100 408,700 
257,600 309,600 410,100 

 

259,100 312,100 411,500 

  に改める。

 260,500 314,600 412,900 ｣ 



 
第２条 津市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  
  第３５条第２項第１号中 ｢１００分の７７．５｣ を ｢１００分の７５｣ に、

  ｢１００分の９７．５｣ を ｢１００分の９５｣ に改める。  
 附 則   

（施行期日等）  
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２０

 年４月１日から施行する。  
２ 第１条の規定による改正後の津市職員の給与に関する条例（以下「改正後

の条例」という｡ ）の規定（第３５条第２項第１号の規定を除く｡ ）は平成１

９年４月１日から、改正後の条例第３５条第２項第１号の規定は同年１２月１

日から適用する｡  
 （三重短期大学学長等の勤勉手当の特例）  
３ 平成１９年１２月に支給される三重短期大学学長、三重短期大学学生部長

 及び三重短期大学附属図書館長の職にある職員並びに行政職給料表の職務の

 級が６級以上の職員の勤勉手当については、改正後の条例第３５条第２項第

 １号の規定は適用せず、なお従前の例による。  
 （平成１９年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給）  
４ 平成１９年４月１日からこの条例の施行の日（次項において ｢施行日」と

 いう｡ ）の前日までの間において、第１条の規定による改正前の津市職員の

 給与に関する条例（以下「改正前の条例」という｡ ）の規定により、新たに

 給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受

 ける号給に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条

 例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、任命権者の定めると

 ころによる。  
  （施行日から平成２０年３月３１日までの間における異動者の号給の調整）  
５ 施行日から平成２０年３月３１日までの間において、改正後の条例の規定

 により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務

 の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日におけ

 る号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が

 適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用され

 るものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定

 めるところにより、必要な調整を行うことができる。  
  （給与の内払）  
６ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基

 づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。  



 
 （規則への委任）  
７ 第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事

 項は、規則で定める。  
 
 
 
 



 津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

  平成１９年１２月２１日  

 
津市長  松  田  直  久  

 
津市規則第４３号  

   津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第４５

号）の一部を次のように改正する。  

「住   所   「住   所  

 第１号様式（裏）中       を  氏   名  に改める。  

 氏   名」   生年月日」  

 第６号様式中「印鑑登録証の」を「印鑑登録の」に、  

「          「  

 

 

 
         を          に改める。  

 

 

 
        」          」  

   附  則  

 この規則は、平成２０年１月１日から施行する。  

 

□ 紛 失  

 

 
□ 盗 難  

 

 
□ そ の 他  

（    ）  

□ 紛 失  

 
□ 改 印  

 
□ 不 要  

 
□ そ の 他  

（    ）



三重短期大学の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を  
ここに公布する。  

 平成１９年１２月２５日  
 

                    津市長 松 田 直 久  
                       

津市規則第４４号  
   三重短期大学の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規  
   則  
 三重短期大学の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第

２１２号）の一部を次のように改正する。  
 第２条中「第５６条」を「第９０条」に改める。  
   附 則  
 この規則は、平成１９年１２月２６日から施行する。  

 



 津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則及び津市廃棄物処理施設

の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  
  平成１９年１２月２６日  
 

津市長 松 田 直 久  
 
津市規則第４５号    
   津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則及び津市廃棄物処理

施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則  
 （津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則の一部改正）  
第１条  津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例施行規則（平成１８年津市

規則第１２２号）の一部を次のように改正する。  
第４条第２項を削る。  

（津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正）  
第２条  津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８

年津市規則第１２５号）の一部を次のように改正する。  
第１９条中 「（ 平成１８年津市規則第６号 ）」 を削る。  
第１号様式（その２）を削り、第１号様式（その１）中 「（ 津市白銀環境清

掃センター以外のごみ処理施設用 ）」 を削り、  
「搬入する廃棄物処理１  津市西部クリーンセンター  

施設名       ２  津市クリーンセンターおおたか   を  
３  津市河芸美化センター      」  

 
「搬入する廃棄物処理１  津市西部クリーンセンター  

施設名       ２  津市クリーンセンターおおたか   
３  津市河芸美化センター     
４  津市白銀環境清掃センター    」  

を第１号様式とする。  

   附 則  
１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  
２ 第２条の規定による改正後の津市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する

条例施行規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という 。） 以

後の津市白銀環境清掃センターの使用について適用し、施行日前の津市白銀

環境清掃センターの使用については、なお従前の例による。  
 

に 改め、同 様式  



 

 

 

 

 津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の

整備に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成１９年１２月２６日 

                     

                    津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第４６号 

   津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規

   則の整備に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の

整備に関する規則（平成１８年津市規則第２７０号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第２項の表中「１００分の１４」を「１００分の１４．５」に、「１０

０分の２」を「１００分の２．５」に改める。 

   附 則   

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。  

２ 平成２０年３月３１日までの間、三重短期大学学長、三重短期大学学生部

 長及び三重短期大学附属図書館長の職にある職員並びに行政職給料表の職務

 の級が６級以上の職員については、改正後の津市職員の給与に関する条例の

 一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則附則第２項の

 規定は適用せず、なお従前の例による。 

 



津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

平成１９年１２月２６日 

 

津市長 松 田 直 久        

 

津市規則第４７号 

津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則 

 津市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１８年津市規則

第２７号）を次のように改正する。 

         「１ 短期大学の講師の職務              

 ２ 短期大学の助手の職務」 

助手の職務」に、「助教授」を「准教授」に改める。 

 別表第５アの表中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

34 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

43 

を 

「 「 

に改める。

別表第２アの表中 を「 短期大学の助教及び 



 

 

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第５の規定は、平成１９年

４月１日から適用する。 

  」 」 



津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の施行に

伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

平成１９年１２月２８日 

 

津市長 松 田 直 久        

 

津市規則第４８号 

津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の施

行に伴う関係規則の整備に関する規則 

 （津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正） 

第１条 津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成１８年津市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第７条」を「第７条の２」に改める。 

第２章中第７条の次に次の１条を加える。 

（育児短時間勤務職員等についての適用除外） 

第７条の２ 第３条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第１項に規

定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第１７条の規定によ

る短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

には適用しない。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ず

ることができる場合） 

第９条の２ 条例第８条第２項ただし書の規則で定める場合は、公務のため

臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に

規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められ

るときとする。 

第１１条中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」に改

める。 

第１５条中「２０日に再任用短時間勤務職員の１週間の勤務日の日数を５

日で除して得た数を乗じて得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日

ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、１６０時間に条例第

２条第２項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を４

０時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、８時間を１日として日に換算

して得た」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める」に



改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 斉一型短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務

職員等のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の

時間数が同一であるものをいう。以下同じ。） ２０日に斉一型短時間

勤務職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日

数 

⑵ 不斉一型短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤 

務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。） 

１６０時間に条例第２条第２項から第４項までの規定に基づき定めら

れた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を４０時間で除して得た数を乗

じて得た時間数を、８時間を１日として日に換算して得た日数 

第１７条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務

職員等及び育児短時間勤務職員等」に改め、同項第２号中「第４項」を「第 

４項第２号」に、「である」を「又は任期付短時間勤務職員である」に改め、 

同条第４項中「２０日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇

又は年次有給休暇の残日数を加えて得た日数（同号に掲げる職員が再任用職

員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める

日数）から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当

する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数（同号に掲げる職員が再

任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に

定める日数）（当該」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める日数（その」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日

数 

 ア 当該年の初日に職員となった場合 ２０日（当該年の中途において

任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該

年における在職期間に応じ、別表第１の日数欄に掲げる日数）に当該

年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残

日数（当該残日数が２０日を超える場合にあっては、２０日）を加え

て得た日数 

 イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員とな

った日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年

次有給休暇の日数を減じて得た日数 

⑵ 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、

市長が別に定める日数 



第１７条の次に次の１条を加える。 

第１７条の２ 次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日の日数

又は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が変更

されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当

該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第１３

条第１項第１号又は第２号に掲げる日数に同条第２項の規定により当該年

の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該

年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当

該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において

当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数

に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、次の各号に定める率を乗じて得

た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）と

し、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該

勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以

後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日

数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて

得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）

とする。 

⑴ 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が１週

間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である 

育児短時間勤務（以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。） 

を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務

形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務

職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務（育児休業法

第１７条の規定による短時間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日数及

び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号におい

て同じ。）を終える場合 勤務形態の変更後における１週間の勤務日の

日数を当該勤務形態の変更前における１週間の勤務日の日数で除して得

た率 

⑵ 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一

型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務（以下この条において「不斉一

型育児短時間勤務」という。）を始める場合、不斉一型育児短時間勤務

をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤

務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若

しくは育児休業法第１７条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間



勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における１週間当たり

の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における１週間当たりの勤

務時間の時間数で除して得た率 

⑶ 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時

間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における１週間当たりの勤務時

間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時

間数を８時間とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数で除し

て得た率 

⑷ 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時

間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間

の時間数を８時間とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数を

当該勤務形態の変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で除し

て得た率 

第１８条中「２０日」の次に「（第１５条各号に掲げる職員にあっては、

同条の規定による日数）を超えない範囲内の残日数（当該年の翌年の初日に

勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、１日未満の端数

があるときはこれを切り捨てた日数とする。）」を加える。 

第１９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等

及び育児短時間勤務職員等」に改め、同条第２項中「第１５条に規定する１

週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職

員」を「不斉一型短時間勤務職員」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ １時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１日

とする。 

⑴ 次号から第４号までに掲げる職員以外の職員 ８時間 

⑵ 育児休業法第１０条第１項第１号から第４号までに掲げる勤務の形態

の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に

応じ、次に掲げる時間数 

 ア 育児休業法第１０条第１項第１号 ４時間 

 イ 育児休業法第１０条第１項第２号 ５時間 

 ウ 育児休業法第１０条第１項第３号又は第４号 ８時間 

⑶ 斉一型短時間勤務職員（前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務

職員を除く。） 勤務日ごとの勤務時間の時間数（１時間未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた時間） 



⑷ 不斉一型短時間勤務職員（第２号に掲げる職員のうち、不斉一型短時

間勤務職員を除く。） ８時間 

第２１条に次の３項を加える。 

２ 前項第１２号及び第１３号の休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

３ １日を単位とする第１項第１２号及び第１３号の休暇は、１回の勤務に

割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。 

４ １時間を単位として使用した第１項第１２号及び第１３号の休暇を日に

換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る時間数をもって１日とする。 

⑴ 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ８時間 

⑵ 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数（８時間を超

える場合にあっては、８時間とし、１時間未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた時間） 

⑶ 不斉一型短時間勤務職員 ８時間 

第２３条中「第２１条第８号」を「第２１条第１項第８号」に改める。 

第２４条中「第２１条各号」を「第２１条第１項各号」に改める。 

第２６条第２項中「第２１条第８号」を「第２１条第１項第８号」に改め、 

同条第３項中「第２１条第９号」を「第２１条第１項第９号」に改める。 

（津市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第２条 津市職員の育児休業等に関する規則（平成１８年津市規則第２３号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第１１条」を「第２３条」に改める。 

第１１条を第１９条とする。 

第１０条中「第５条」を「第６条」に改め、同条を第１８条とする。 

第９条第２項中「第３条第２項」を「第４条第２項」に改め、同条を第１

７条とする。 

第８条の見出し中「勤務」を「育児休業をしている職員の期末手当等に係

る勤務」に改め、同条中「第５条の３第１項」を「第７条第１項」に改め、

同条を第９条とし、同条の次に次の７条を加える。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第１０条 育児休業条例第８条の規則で定める日は、津市職員の給与に関す 

る条例（平成１８年津市条例第４２号）第９条第１項に規定する日とする。 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第１１条 第３条の規定は、育児休業条例第１０条第５号の規則で定める方



法について準用する。 

（育児休業条例第１１条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及

び時間） 

第１２条 育児休業条例第１１条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が

引き続き１２日を超えず、かつ、１回の勤務が１６時間を超えないものと

する。 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続） 

第１３条 第４条第２項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の

請求について準用する。 

（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出） 

第１４条 第６条の規定は、育児短時間勤務について準用する。 

（育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付） 

第１５条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知

書を交付しなければならない。 

⑴ 職員の育児短時間勤務を承認する場合 

⑵ 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 

⑶ 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、 

又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合 

⑷ 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短

時間勤務が終了した場合 

２ 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければな

らない。ただし、第３号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付に

よらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付

その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。 

⑴ 育児休業法第１８条第１項の規定により職員を任用した場合 

⑵ 短時間勤務職員の任期を更新した場合 

⑶ 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合 

（短時間勤務職員の職務の級の決定の特例） 

第１６条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級

は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務

の級に決定することはできない。育児休業法第１７条の規定による短時間

勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様と

する。 

第７条の見出し中「人事異動通知書」を「育児休業に係る人事異動通知書」 

に改め、同条を第８条とする。 



第６条の見出しを「（育児休業をしている職員の職務復帰）」に改め、同

条を第７条とする。 

第５条第３項中「第３条第２項」を「第４条第２項」に改め、同条を第６

条とする。 

第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加え

る。 

（再度の育児休業をすることができる特別の事情） 

第３条 育児休業条例第３条第４号の規則で定める方法は、育児休業法その

他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働

時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。 

（津市職員の給与の支給に関する規則の一部改正） 

第３条 津市職員の給与の支給に関する規則（平成１８年津市規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」 

に改め、同条中「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。) 第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「再任用短時間勤務職員」という。) について、条例第１３条第２項の」を

「次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める」に、「当該再任用短

時間勤務員」を「当該職員」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。) 第

２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員で法第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」

という。)  条例第１３条第２項 

⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「育児休業法」という。) 第１１条第１項に規定する育児短時間勤務

職員（以下「育児短時間勤務職員」という。) 及び育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務をしている職員 津市職員の育児休業等に関す 

る条例（平成１８年津市条例第３５号。以下「育児休業条例」という。） 

第１６条の規定により読み替えられた条例第９条第２項又は第１３条第 

１項 

⑶ 育児休業法第１８条第１項の規定により採用された職員（以下「任期

付短時間勤務職員」という。)  育児休業条例第１８条の規定により読

み替えられた条例第８条又は第９条第２項 

第５条第１項第４号中「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年



法律第１１０号。以下「育児休業法」という。) 」を「育児休業法」に改め

る。 

第７条第１項中「月額）」の次に「（育児短時間勤務職員及び育児休業法

第１７条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職

員等」という。) にあってはその額に津市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成１８年津市条例第３４号。以下「勤務時間条例」という。) 第２

条第２項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数（以下「算出率」という。) を、任期付短時間勤務職

員にあってはその額に勤務時間条例第２条第４項の規定により任命権者が定

めた勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗

じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額とする。) 」を加える。 

第１４条第２項第１号ア中「津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（ 

平成１８年津市条例第３４号。以下「勤務時間条例」という。) 」を「勤務

時間条例」に改める。 

第１８条第４号中「第４４条」の次に「（育児休業条例第１８条の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。) 」を加え、同条第７号中「津市職員

の育児休業等に関する条例（平成１８年津市条例第３５号。以下「育児休業

条例」という。) 第５条の３第１項」を「育児休業条例第７条第１項」に改

める。 

第１９条第２号及び第３号中「その他」を「、任期付短時間勤務職員その

他」に改める。 

第２１条中「の職員又は」を「の職員、」に、「として」を「又は任期付

短時間勤務職員として」に改める。 

第２４条第２項に次の１号を加える。 

⑸ 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から

当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の２分の１の期

間 

第３０条第４号中「第５条の３第２項」を「第７条第２項」に改める。 

第３４条第２項第９号を同項第１０号とし、同項第８号を同項第９号とし、 

同項第７号中「第９条第１項」を「第１９条第１項」に改め、同号を同項第

８号とし、同項中第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、同項第３号の

次に次の１号を加える。 

⑷ 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗

じて得た期間を控除して得た期間 



（津市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正） 

第４条 津市職員の通勤手当の支給に関する規則（平成１８年津市規則第３１

号）の一部を次のように改正する。 

第９条の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員等」 

に改め、同条中「第３項」の次に「（津市職員の育児休業等に関する条例（ 

平成１８年津市条例第３５号）第１６条又は第１８条の規定により読み替え

て適用する場合を含む。) 」を加える。 

（津市職員の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正） 

第５条 津市職員の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則（平成１８年

津市規則第２１１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２条第２項」を「第２条第３項」に改める。 

（平成１８年改正給与条例附則第７条の規定による給料に関する規則の一部

改正） 

第６条 平成１８年改正給与条例附則第７条の規定による給料に関する規則（ 

平成１８年津市規則第２７１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号ウ中「平成３年法律第１１０号」の次に「。以下「育児休業 

法」という。」を加え、同条第７号中「）第６条」を「）第８条」に改める。 

第３条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加える。 

⑶ 切替日以降に育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務（ 

次条第１項第３号において「育児短時間勤務」という。) を始めた職員

第４条第１項第１号及び第２号中「第４号」を「第５号」に改め、同項第 

４号を同項第５号とし、同項第３号中「第２条第２項」を「第２条第３項」 

に改め、「得た額」の次に「（その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）」を加え、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に

次の１号を加える。 

⑶ 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定

める額 

ア 育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に

相当する額に、勤務時間条例第２条第２項の規定により任命権者が定

めた勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額） 

イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けて 



いた給料月額 

（津市職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第７条 津市職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則（平成１

９年津市規則第６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「経過措置基準額に」を「経過措置基準額（地方公務員の育

児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」とい

う。) 第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第１７

条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額 

に津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年津市条例第３４号） 

第２条第２項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）に」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２０年１月１日から施行する。 



津市告示第３０６号 

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。 

  平成１９年１２月１９日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

0468959 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 11 月 30 日 

0014944 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 12 月１日 

0430215 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 12 月 3 日 

2160815 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 12 月 7 日 

9104839 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 12 月 8 日 

3106510 平成 19 年 10 月１日 平成 19 年 12 月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





津市告示第３０８号  
 本市の公金の収納及び支払の事務を取り扱う金融機関の指定について、次の

とおり市議会の議決を得たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６８条第８項の規定に基づき告示する。  
  平成１９年１２月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 金融機関名  株式会社百五銀行  
２ 指 定 期 間  平成２０年４月１日から平成２３年３月３１日まで  

 



津市告示第３０９号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。  
  平成１９年１２月２８日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
指定した工事店  

工 事 店 名  所      在      地  指     定     期     間  

大創設備  
津市あのつ台三丁目１１

番５号  

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月  １ 日 か ら

平成２３年   ３月３１日まで 

株式会社鈴鹿水

道  
鈴鹿市野辺野二丁目６番

１６号  

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月  １ 日 か ら

平成２３年   ３月３１日まで  

株式会社山本建

設  
津市美杉町竹原１６７８

番地  

平 成 １ ９ 年 １ ２ 月  １ 日 か ら

平成２３年   ３月３１日まで 

 
 
                                          



津市公告第１８１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成１９年１２月２１日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１２月１７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市半田字池町６２６－１ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪府柏原市大正三丁目４－２ 

  大洋開発株式会社 

  代表取締役 井上 喜七 



津市公告第１８２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成１９年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１２月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市藤方字内浜田１３９７ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方１０９６ 

  飯田 麻記子 



津市公告第１８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成１９年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１２月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市美川町１９－１、２０－１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市乙部３－２３ 

  中川末男、中川ひで 

   



津市公告第１８４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成１９年１２月２６日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１９年１２月２０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一身田平野字護摩田１１－８ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市広明町４１８－１ 

  株式会社 トップハウス 

  代表取締役 浪岡 昭 



津市公告第１８５号  
 三重県津市大里小野田町を受益とする元気な地域づくり交付金（基盤整備促

進）大里小野田地区の土地改良事業計画の変更をするため、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の３第２項の規定に基づき下記事項について

公告します。  
なお、関係書類を津市農林水産部農業基盤整備課に備え置いて、平成２０年

１月４日から平成２０年１月１０日までの本市の休日を除く５日間縦覧に供し

ます。  
 また、この事業施行の地域内にある農用地の所有者で、その農用地について  
耕作もしくは養畜の業務を営まない者またはこの地域内にある農用地以外の土  
地を所有権以外の権原に基づいて使用収益している者で、その農用地又は農用  
地以外の土地についてこの事業に参加しようとする者は、同法第３条の規定に  
より、平成２０年１月１５日までに津市農業委員会に申し出て下さい。  

平成１９年１２月２８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
記  

１ 元気な地域づくり交付金（基盤整備促進）大里小野田地区  
計画変更の概要  

２ 予定管理者及び予定管理方法等  
３ 事業費の細目及び資金計画  

 
 
 



津市公告第１８６号  
 津市農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条

第１項の規定により、次のとおり公告します。  
  平成１９年１２月２８日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 変更の内容  
  農地から農業用施設用地への変更  
２ 変更場所  

土 地 の 所 在  用 途 区 分  

大 字  字  地 番  
面 積  

変更前  変更後  

一身田上津

部田  
口ノ坪  １０１番１ 843 ㎡  

うち 287.28 ㎡

農地  農業用施

設用地  

 



津市教育委員会告示第１１号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１９年１２月２６日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 中 西 智 子 
 
 
１  招集の日時 平成１９年１２月２７日（木）午後２時から 
２  招集の場所 教育委員会室 
３  会議の事件  
⑴ 平成２０年度全国学力・学習状況調査について 

⑵ 津市立学校の管理に関する規則及び就学等に関する規則の一部の改正について 

⑶ 教育委員長の選任について 

 

 
 

 



津市監査委員告示第１１号 

定期監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置につ 

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定によ 

り、津市長及び津市農業委員会会長から通知があったので、次のとおり公表す 

る。 

平成１９年１２月１９日 

 

津市監査委員 岡 部 高 樹  

同    平 岡 益 生  

同    永 田   正  

同    山 中 利 之  

監査の結果及び講じた措置の内容 

平成１９年８月２８日付津市監査委員告示第８号公表分 

監査対象部局等 総務部 総務課 

【監査の結果】 

市史編さんは専門的な知識を要

する業務であり、かつ、合併前の

旧市町村における市町村史は、編

さん時期や資料の整備状況等が異

なることから、大変困難な作業で

あるが、今後、関係部局との連携

を図り、できるだけ速やかに編さ

ん方針の構築に取り組まれるとと

もに、広く関係資料の収集及び整

理、目録等の整備が行われるよう

期待するものである。 

【措置の内容】 

市史編さんを行っていくにあたり、旧市町村

の歴史的・文化的資料の散逸が懸念されること

から、当分の間、旧津市に係るものについては

各担当課において、その他の旧市町村に係るも

のについては、各総合支所において保管するこ

ととし、保管に係る考え方等については、総務

部総務課が総括することとしています。 

監査対象部局等 総務部 情報企画課 

【監査の結果】 

 情報化推進事業として、平成１８年

１０月に津市電子自治体構築計画を

策定されているが、今後、同計画に定

める電子申請システム、ＧＩＳ（地理

情報システム）、統合型文書管理シス

テム、 

【措置の内容】 

ＧＩＳ(地理情報システム)の導入にあたって

は、平成１９年１１月１日より稼動しました。 



電子入札システムの導入にあたって

は、庁内各課との十分な調整を図り、

円滑な実現に努められたい。 

 

監査対象部局等 財務部 契約財産課 

【監査の結果】 

本庁舎に係る行政財産使用料の納

付期限を、津市会計規則に規定された

とおり（納入通知書の発行の日から１

５日以内）に定められていなかったの

で指導した。 

 

【措置の内容】 

 行政財産使用料の納付期限については、津市会

計規則の規定どおり（納入通知書の発行の日から

１５日以内）に改めました。 

監査対象部局等 市民部 市民課 

【監査の結果】 

窓口で収納された手数料について、

指定金融機関への払い込みが遅れて

いるものが見受けられたので指導し

た。 

  

 

 

 

 

出張旅費において計算誤り（日当の

減額調整漏れ）があったので適正に処

理するよう指導した。 

 

 

 

 

青谷地区環境保全協議会補助金に

ついては、申請者において交付申請や

実績の内容などをより詳細に記載す

る旨、指導した。 

 

【措置の内容】 

 窓口で収納された手数料について、金融機関へ

の払い込みが遅れているとのご指摘につきまして

は、速やかに事務処理を行うよう措置しました。

また、今後につきましても、公金収納を適正に管

理するため、払い込みを翌日（金曜日及び休日分

については休日明け）行うよう引き続き徹底を図

りました。 

 

出張旅費における計算誤り（日当の減額調整漏

れ）について、適正額を算出し平成１９年４月２

５日差額分を返納する措置を講じました。 

今後、適正に事務処理を行うよう徹底しました。

 

青谷地区環境保全協議会に対し、交付申請書や

実績報告書の内容について、詳細な記載をするよ

う指導を図りました。 



監査対象部局等 市民部 津リージョンプラザ 

【監査の結果】 

 当施設は開館後１９年が経過し、施

設及び設備の老朽化が著しいため、平

成１７年度から「津リージョンプラザ

施設及び設備の改修・更新３か年計

画」に基づき整備に取り組まれている

が、平成１９年には、お城ホールの舞

台照明及び音響設備の改修工事が実

施されることから、工事期間中は、他

の本市施設の利用案内など利用者へ

の適切な対応に努められたい。 

なお、当年度末現在のお城ホールの

利用率（利用日数／開館日数）は、７

１．１パーセントとなっているが、ま

た、その使用料減免率（減免金額／減

免前使用料）は３１．１パーセントと

なっており、リニューアル後は施設利

用率の一層の向上に努められるとと

もに、指定管理者制度の導入をも含め

た効率的な管理運営方法への見直し

を検討されたい。 

 

 

【措置の内容】 

「工事期間中は、他の本市施設の利用案内など利

用者への適切な対応に努められたい」については、

工事期間中は市内の他施設を積極的に使用するよ

うリージョンプラザ管理事務室来館者に対し周知

するとともに、抽選会時や館内の貼紙などによっ

ても周知を行いました。 

「施設利用率の一層の向上に努められるとと

もに」についてはリージョンプラザの案内表示

板による利用向上のための掲示や、施設案内パ

ンフレットの増刷を行うなどして、利用率の向

上に努めております。    

監査対象部局等 健康福祉部 こども家庭課 

【監査の結果】 

全国的に問題となっている保育所

入所負担金の未納問題について、本市

の未納額は約９，４４０万円（平成１

９年５月１７日現在）となっている

が、その未納原因を分析するととも

に、徴収体制を確立し、悪質な滞納者

に対しては滞納処分も視野に入れて、

問題 

【措置の内容】 

滞納者別にリストを作成し、文書での督促通知

や電話での催告や納付指導を行うなど措置を講じ

ました。 

 



の解決に努められたい。  

監査対象部局等 健康福祉部 保健センター 

【監査の結果】 

中央保健センターにおいて、当

年度の歳入に係る（社）津地区医

師会への市有地賃貸料約９３万円

について、平成１９年３月３１日

までに当該歳入の調定が行われて

いなかったので、法令及び津市会

計規則の規定を踏まえ、必要な是

正措置を講じるよう指導した。 

 

【措置の内容】 

（社）津地区医師会への市有地賃貸料約９３万

円が、平成１９年３月３１日までに当該歳入の調

定が行われていなかったことについて、調定処理

を行うとともに、同会への請求事務の適正化を図

りました。 

 

 

芸濃保健センターにおいて、同セン

ター使用料の減免に当たり申請書の

一部に不備があったため、津市保健セ

ンターの設置及び管理に関する条例

（この項において「保健センター条

例」という。）第８条に基づく減免申

請理由の記載について指導した。 

 

安濃保健センターの使用許可に当

たり、使用許可申請書への押印が求め

られていたが、保健センター条例及び

同条例施行規則に基づき、申請者に手

続上の過度の負担を求めることのな

いよう是正を指導した。 

 

 

 

芸濃保健センターにおいて、使用料の減免に当

たり申請書の一部に不備があったことについて、

津市保健センターの設置及び管理に関する条例に

基づき、減免申請理由の記載を行う旨の事務処理

の統一を図りました。 

 

 

 

 

安濃保健センターの使用許可に当たり、使用

許可申請書への押印が求められていたことに

ついて、保健センター条例及び同条例施行規則

に基づき、押印不要とする事務処理の統一を図

りました。 

監査対象部局等 農林水産部 農林水産課 

【監査の結果】 

ＪＡ受託者部会負担金は実質的に

助成金に当たることから、津市補助金

等交付規則に定める補助金等交付申

請書の提出をはじ 

【措置の内容】 

平成１９年度よりＪＡ受託者部会に対して、津

市補助金等交付規則に基づく津市農林業振興補助

金交付要綱の「営農・生産団体育成補助金」とし

て、適正な手続きのもと補 



めとする適切な手続きを行うよう是

正を指導した。 

 

津市農業振興地域整備計画の変更

（農用地利用計画に係る農用地区域

からの除外）に当たり、農業振興地域

の整備に関する法律施行令第３条第

３項で準用する同条第１項は「農業協

同組合」の意見聴取を、また同法施行

規則第３条の２第２項で準用する同

条第１項は「農業委員会」の意見聴取

を義務付けていることから、同計画の

変更に当たっては当該法規に基づく

これらの手続きを経て行うよう是正

を指導した。 

 

助金として支出するように処理を行いました。 

 

平成１９年度より農業協同組合からの意見聴取

を行うよう是正しました。また、農業委員会から

の意見聴取についても平成２０年度に予定してお

ります大幅な見直しより実施することで協議に入

っております。 

 

 

 

 

監査対象部局等 農林水産部 農業基盤整備課 

【監査の結果】 

新池堤体に係る行政財産使用料の

調定に漏れがあったことから、速やか

に適正な処理を行うよう指導した。

【措置の内容】 

新池堤体に係る行政財産使用料の調定に漏れが

あったことについて、平成１９年６月１日に過年

度ため池堤体等使用料として調定するとともに、

当該占用者に納付書の発行を行い、６月６日に納

付されました。 

監査対象部局等 農業委員会事務局 

【監査の結果】 

農地法第８４条に定める小作地の

所有状況を記載した書類の作成及び

縦覧については、早期に実施されるよ

う指導した。 

 

農業委員視察研修において、旅費の

計算誤りがあったため、必要 

【措置の内容】 

農地法８４条に定める小作地の所有状況を記載

した書類の作成及び縦覧を実施しました。 

 

 

旅費の過払いについて５月に戻入し、是正しま

した。 

 



な是正を指導した。 

 

農地部会が２つあるが、法令に基

づく許可処分については、一貫性が

強く求められることから、適切な処

分に努められたい。 

 

農業委員会等に関する法律施行規

則第１０条の趣旨に照らし、これを

広く一般に知らせる措置を講じられ

たい。 

 

 

 

法令に基づく許可処分について、委員全員によ

る認識の共有を図るため研修会等を実施しまし

た。 

 

 

津市農業委員会の農地部会は２部会制であるこ

とを津市ホームページ「農業委員会の概要」にお

いて第１・第２農地部会の区域を登載し、一般に

広く周知する措置を講じました。 

 

監査対象部局等 都市計画部 都市管理課 

【監査の結果】 

出張旅費において計算誤り（日当の

減額調整漏れ）があったので適正に

処理するよう指導した。 

 

【措置の内容】 

ご指導いただいた件につきまして、適正な処理

をいたしました。 

監査対象部局等 都市計画部 津駅前北部土地区画整理事務所 

【監査の結果】 

公共施設用地に係る行政財産使用

料の納付期限を、津市会計規則に規

定されたとおり（納入通知書の発行

の日から１５日以内）に定められて

いなかったので指導した。 

 

土地区画整理審議会委員に対する

費用弁償の支払いに漏れがあったの

で、適正に処理するよう指導した。

 

【措置の内容】 

公共施設用地に係る行政財産使用料について、

納付期限を納入通知書発行の日より１５日以内に

設定する措置をしました。 

 

 

 

 

土地区画整理審議会委員に対する費用弁償につ

いて、今後は適正な処理をいたします。 

 



 

 

監 査 公 表 
津市監査委員告示第１２号 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４

項の規定に基づき監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により公

表する。 
平成１９年１２月１９日 

 
                   津市監査委員 岡 部 高 樹 
                                        同       平 岡 益 生 
                                          同    永 田   正 

同    山 中 利 之 
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第１ 監査実施年月日及び監査対象部局 
監査実施年月日 監  査  対  象  部  局 

平成 19 年 8 月 23 日 

 

 

 

 

 

平成 19 年 8 月 28 日 

 

 

 

 

建設部 

建設管理課、事業調整室、道路建設課、道路維持課、

市営住宅課、営繕課 

防災危機管理室 

選挙管理委員会事務局 

収入役室 

下水道部 

下水道管理課、下水道建設課、下水道施設課、河川課

水道局 

水道総務課、営業課、工務課、浄水課、久居水道事業

所、安芸水道事業所、一志水道事業所（美杉分室を含

む。） 
 

第２ 監査対象年度 
  平成１８年度（以下「当年度」という。） 
 



 

 

第３ 監査の方法 
あらかじめ提出を求めた資料に基づき、部課長等の説明を聴取し、関係諸

帳簿を調査して監査を実施した。 
なお、下水道部及び水道局については、現地に出向き実施した。 

 
第４ 監査の着眼点 
    監査に当たっては、主として以下の点に着眼し、実施した。 
１ 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 
２ 会計処理は法令等の規定に基づき適正に行われているか。 
３ 現金の取扱いは適切に行われているか。 
４ 財産の管理は適切に行われているか。 
５ 各種の帳簿、書類の記帳、保管等は適切に行われているか。 
６ 事務処理は効率的かつ効果的に行われているか。 
７ 事務処理は法令等の規定に基づき適正に行われているか。 
 
第５ 監査の結果 

所管する事務事業の推進に当たっては、各分野において努力が払われてお

り、全般的には事務処理、財政運営とも適切に実施されていたが、一部にお

いて後述するように事務処理の不備等が見受けられたので、速やかに対処す

るよう指導した。また、監査時に見られた修正が望まれる軽易な事項につい

ては、その都度口頭で指導した。 
  各部課等の監査の結果の概要は、次に述べるとおりである。 
  なお、事務処理等が法令等に違反しているものなど、早急に是正・改

善を必要とするものについては「指導事項」に、今後、事務処理等の適

正化・効率化を図るための検討を求めるものなどについては「所見」に

記載した。 
 

■建設部 

 

建設管理課 
当課では、部の業務に係る総括・調整のほか、道路、水路の占用許可及び

占用料の徴収、道路台帳の整備、地籍調査に関する事務などを分掌している。 



 

 

（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

道路台帳の整備については、当年度末に道路網図の統合が完了し、路線

情報の一部が検索可能となったところであるが、今後は道路台帳のデータ

統合作業を速やかに進められ、道路行政の効率化に活用できるようにされ

たい。 
地籍調査事業については、これまで順次実施されてきているところであ

るが、実施計画面積６８４．８３平方キロメートルに対して、当年度末の

調査済面積は１２．４２平方キロメートルで、進捗率は１．８パーセント

であることから、制度の PR を行いつつ、引き続き積極的に取り組まれる

よう期待するものである。 
 

事業調整室 
当室では、幹線道路の整備促進及び国、県、関係団体との調整等に係る事

務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

国道２３号中勢バイパスの整備については、当年度、津（野田）工区の

一部が開通し、鈴鹿・津工区と津（神戸）工区が新規事業化されたところ

であるが、当地域における同バイパスの必要性を踏まえ、速やかな全線開

通に向け、今後とも国、県、関係団体と協働し地元調整に努められたい。 
 
 道路建設課 
当課では、都市計画による街路事業の調査・計画及び工事の設計・施工の

ほか、道路及び橋梁の新設、改良等に伴う用地取得並びに工事の設計・施工

に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

「中河原高洲町第３号線道路改良事業」について、当該工事は「入札執

行後、地元との調整に不測の日数を要した」とのことで、工期延長を余儀

なくされ、結果として平成１９年度に繰り越されたものであるが、できる

限り速やかに工事を完了されるよう取り組まれたい。 
「上浜元町線街路事業」に係る物件移転補償について、事業者への補償



 

 

に消費税相当額を含める場合、当該事業者の仕入れ税額控除に係る要否判

定を「事業者の聞取りを行った結果」により判断されているが、要否判定

の際には、「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」等の資料を確認の上、

その結果も記録・保管されたい。 
 

道路維持課 
当課では、道路、橋梁、水路及び交通安全施設などの補修工事の設計・施 

工のほか、三重県屋外広告物条例に基づく広告物の除却に関する事務などを

分掌している。 
（１）指導事項 
  特になかった。 

（２）所 見 
道路・橋梁の維持管理において、最近、木曽川大橋の鋼材破断などの事 

例が発生していることから、経年劣化が原因と思われる事故の未然防止の

ため、施工履歴などを踏まえた長期的な維持管理計画の策定を検討され、

効率的、効果的な維持管理に取り組まれたい。 
道路維持工事などに当たっては、再生資源及びリサイクル製品等を利用

した環境面への取組みがなされているが、道路照明灯についても、けい光

水銀ランプから経済性・耐久性に優れた高圧ナトリウムランプへの計画的

な更新を行うなど、環境負荷への低減に取り組まれたい。 
 

市営住宅課 
当課では、市営住宅等に係る施策の計画・調整、管理・処分、維持修繕、 

入居・退去及び家賃の徴収のほか、住宅新築資金等貸付事業に関する事務な

どを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

市営住宅は、平成１９年４月１日現在、３８２棟・２，４２９戸あるが、

その多くが昭和４５年から５０年頃に集中して建設され、施設の老朽化が

著しいことから、財政上の制約も踏まえつつ、計画的に維持管理されるよ

う望むものである。 
市営住宅の耐震診断については、階数の多い住宅から順次実施されてい

るが、耐震化の施工率は、平成１９年４月１日現在、約６１パーセントと

低いため、今後速やかに耐震診断を実施され、入居者の安全確保に努めら

れたい。 



 

 

家賃及び住宅新築資金等貸付金に係る元利償還金の収入未済額について

は、当年度末でそれぞれ約３億５千万円及び約８億３千万円と多額になっ

ており、家賃については、督促状の発送をはじめ、個別訪問、悪質な家賃

滞納入居者に対する明渡請求等の法的措置（当年度１件）が講じられてい

るが、入居者の公平性を確保するため、今後もより一層滞納整理の強化に

努められたい。 
また、住宅新築資金等貸付金についても、当該事業特別会計へは毎年度

一般会計から繰入れを余儀なくされている状況にあることから、効果的な

償還金徴収体制の確立を図りつつ、法的措置も含め、各総合支所との連携

を密にした徴収率の向上に努力されたい。 
 
  営繕課 

当課では、各部からの依頼により、建築物の新築、改築及び改修工事に当

たっての見積設計、監理等に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 

特になかった。 
（２）所 見 

当年度は、新町小学校をはじめとした学校施設の耐震補強工事や、白銀

環境清掃センター破砕処理施設改修工事、椋本浄化センター汚泥棟増築に

伴う機械設備工事などの建築及び設備工事に係る設計、監理等が行われた

ところである。 
今後早急な対応が必要とされる、耐震補強工事や施設の老朽化に伴う設

備改修工事など、見積・設計等の依頼件数が増加するものと思われるが、

限られた人員のなか、関係部局との密接な連携のもと、業務の効率化に留

意され、より円滑に事業が実施できるよう努められたい。 
なお、設計・監理業務においては、新工法などの技術習得が必要不可欠

となることから、関係研修会への参加に努めるなど、職員それぞれの知識・

技術の向上に期待するものである。 
 
■防災危機管理室 
当室では、地域防災計画に基づく災害対策の総合調整、災害対策本部・自

主防災組織の設置及び育成強化、木造住宅に係る耐震診断及び耐震補強の推

進、危機管理に係る事務の総括及び国民保護計画に関する事務などを分掌し

ている。 
（１）指導事項 
   特になかった。 



 

 

（２）所 見 
平成１９年４月に当地域で震度５弱の強い地震が発生し、改めて震災に

対する関心が高まるなか、地震被害の軽減対策として、木造住宅の耐震診

断事業（当年度実績８００件）が実施されているが、耐震化が必要と判断

された住宅も、多くが耐震補強事業（当年度実績３２件）へと繋がってい

ないことから、地震災害を最小限に抑えるため、更なる耐震化の普及啓発

に努められたい。 
平成１９年８月２３日現在、自主防災組織の組織率は９９．８パーセン

トで、ほぼ市内全域に設置されたところであるが、予想される東海・東南

海地震にも備えるため、更なる防災意識の向上をはじめ、組織体制の強化

や定期的訓練の実施など必要な対策に取り組まれたい。 
これら自主防災組織に対しては、防災用資機材が貸し付けられているが、

更新・修理等で将来的に管理が困難になることが予想されることから、そ

の対応について検討されたい。 
避難所に設置されている、ろ水機については、保守点検業務において、

１６箇所で不良個所が確認されているが、災害時、正常に稼動できるよう

速やかに修繕を行われたい。 
 

■選挙管理委員会事務局 
 
当事務局では、平常時における選挙に関する啓発・周知、永久選挙人名簿

の調製等の事務並びに選挙時における各種選挙の管理執行に係る事務などを

行っている。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

市域における投票区については、１３１投票区から１２５投票区への統

廃合が行われているが、投票区の最多有権者数は６，２５３人、最少が８

３人（いずれも平成１９年６月２日現在）となっていることから、今後も

地域の実情などに配慮し、引き続き見直しが望まれるところである。 

直近の選挙における投票率については、県内・全国平均を上回っている

が、更なる投票率の向上のため、啓発活動の一環として実施されている白

バラ講演会の開催などを通じ、より効果的な選挙啓発に努められたい。 

開票作業所要時間について、平成１９年７月の参議院選挙においては改

善に取り組まれ、時間短縮が図られたが、経費の削減効果も得られること

から、今後、開票事務のみならず投票事務においても効率的な作業の取組



 

 

みに努められたい。 

 
■収入役室 

 
当室では、現金、有価証券の出納・保管、支出負担行為の確認、債権者へ 

の支払い、決算の調製に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

現在、市の施設の電気・ガス・水道・電話料金の請求が月約２，０００ 
件に及んでおり、公共料金支払管理（口座引落）システムの平成２０年度

の稼動に向けて調整が図られているところであるが、当該支払事務が簡

素・効率化されることにより、経費削減にも繋がることが期待できること

から、その円滑な実現を望むものである。 
また、地方公会計の改革（複式簿記方式の導入など）が見込まれるなか、

所要の準備に取り組まれるなど、更なる事務の効率化及び迅速化に努めら

れたい。 
資金の運用については、「津市資金管理及び運用基準」に基づき、金融機

関の経営分析や市場金利の動向などを注視しながら、今後とも安全で確実

かつ有利な運用に努められたい。 
 
■下水道部 
 
下水道管理課 
当課では、下水道事業に係る計画及び調整、市街化区域内の排水施設の新

設及び改良の計画、公共下水道の供用開始に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 

下水道普及向上預金（みずすまし預金）補助金について、計算誤りが１

件見られたので、適正に処理するよう指導した。 
（２）所 見 

下水道事業特別会計については、現在、官公庁会計（単式簿記）方式に

より処理されているが、下水道使用料の適切な算定、将来にわたる経営状

況の明確化等を図るため、公営企業会計（複式簿記）の導入が望まれてい

ることから、これに向けて取組みを進められたい。 
当年度は一般会計から下水道事業特別会計に約５６億円が繰り出されて

いるが、雨水処理経費など一般会計が負担すべき経費と、本来、下水道使



 

 

用料などで賄われるべき経費（汚水処理経費など）との負担区分の明確化

と併せ、下水道使用料についても適正化に努められたい。 
雨水流出抑制策として、補助金制度により、下水道接続時に不用となる

浄化槽の雨水貯留施設への転用を図られているが、対象施設の目標数を設

定し、効果の検証を行われるとともに、既設置者に対しては、浸水時に当

該施設が有効に機能できるよう広報・啓発を図られたい。 
受益者分担金・負担金及び下水道使用料の当年度末収入未済額は、それ

ぞれ３，５５２万２千円及び１億７２５万１千円と相当額になっているた

め、今後とも負担の公平及び歳入確保の観点に立った滞納対策の強化を図

られたい。 
 

下水道建設課 
当課では、公共下水道事業に係る設計及び施工・管理に関する事務などを

分掌している。 
（１）指導事項 

特になかった。 
（２）所 見 

当年度も各処理区における流域関連公共下水道事業のほか、単独公共下

水道事業及び都市下水路事業が実施されているが、平成１９年度末の工事

整備率の見込みは、流域関連公共下水道において、雲出川左岸処理区で７

３．０パーセント、志登茂川処理区で４０．８パーセント、松阪処理区で

８４．９パーセントとなっている。 
また、単独公共下水道については、全市で９４．８パーセントとなって

いるほか、都市下水路については、事業費ベースで栗真町屋５７．９パー

セント、上浜９７．０パーセントとなっているが、当年度からの事業が相

当繰り越され、事業進捗の遅れが懸念されている。   
当該繰越しについては、市町村合併の影響などから、やむを得ない面も

あるが、安全管理に十分留意され、計画的に事業執行がなされるよう望む

ものである。 
 

下水道施設課 
当課では、終末処理場、下水道ポンプ施設及び排水施設に係る設備工事・

修繕の設計及び施工・管理、下水道管きょ等に係る維持工事・修繕の設計及

び施工・管理に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 



 

 

（２）所 見 
当年度においては、上浜第一排水機場ポンプ設備改修工事をはじめ、藤

方第二排水機場遠方監視集中システム設置工事、下水道管現況調査業務の

委託などが実施されたところであるが、台風や集中豪雨に備えて、施設整

備計画に基づき、排水施設の整備及び管きょの維持管理事業を着実に進め

られるよう望むものである。 
中央浄化センターから発生する処理後の汚泥ケーキについては、土壌改

良材あるいは肥料としての利用を促進されるなど、減量化に取り組まれて

いるところであるが、設備機器等の老朽化対策、汚泥から発生する臭気対

策、津市南部産業廃棄物最終処分場の埋立容量の限界など、様々な課題が

あることから、引き続き施設の保全管理と併せた減量化方策の検討を進め

られたい。 
 

河川課 
当課では、準用河川の改修等に係る設計及び施工・管理、砂防事業、急傾

斜地崩壊防止対策事業の調整等に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

当年度の河川維持事業では、高郷井排水路改修工事をはじめ、準用河川

月見川やサイエンス１号調整池などの草刈業務委託、藤方地内排水路のし

ゅんせつ業務委託などが実施され、河川改修事業では、準用河川五六川に

おける護岸工事のほか、同河川改修に伴う用地測量の実施など第三期事業

が開始されたところである。 
土地利用の進展に伴う保水、遊水機能の減少により、河川への負担も増

大していることから、全市的な排水対策の一環として、引き続き五六川河

川改修第三期事業に取り組まれるとともに、準用河川、幹線水路、調整池

等の維持管理と併せ、急傾斜地崩壊対策事業の着実な実施にも努められた

い。 
 
■水道局 

  水道総務課 
当課では、水道事業及び簡易水道事業の経営管理並びに経理、契約、財産

管理に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 

行政財産の使用許可書において、条件に不服がある場合は「市長に審査



 

 

請求することができる」旨などの教示に改めるよう指導した。 
（２）所 見 

水道関係施設で、３３の浄水施設のうち１８施設が、９９の配水池施設

のうち３９施設が昭和５５年までに建設され、老朽化しており、管路につ

いても耐震化率が低いことから、「津市水道事業基本計画」（平成１９年３

月策定）のもとに、これら施設の耐震化率の向上と老朽施設の更新等が望

まれる。 
しかしながら、当年度の水道事業会計決算状況は、市町村合併時に最も

安価な水道料金に統一したことなどから、多額の純損失を生じ、繰越欠損

金を加えた未処理欠損金は１１億円超で、企業債残高も１６６億円以上と

なって、当該計画推進への影響も懸念されるため、水道料金の改定をはじ

めとする経営の健全化に向けた取組みを一層加速されたい。 
簡易水道事業については、平成２８年度までに水道事業との経営統合が

進められつつあるが、水道未普及地域の解消を目指して、既存施設の効率

化や経費の削減を図られるとともに、簡易水道料金のあり方も含めた経営

の健全化方策に現段階から着実に取り組まれたい。 
 
営業課 
当課では、検針、料金計算、収納、給水工事に関する事務などを分掌して 

いる。 

（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

水道料金の当年度末未収金は、約４億３千万円となっており、平成１９

年８月から料金滞納分の収納業務が外部委託されているが、今後、その効

果も検証しながら収納率の一層の向上に努められたい。 

メーター検針業務については、現在、個人に委託（委託金額約６，１４

５万円）されているが、より効果的・効率的な業務の実施に向けた検討を

進められたい。 

工務課 
  当課では、給配水管、管網等の整備及び老朽管の布設替え等の維持管理並

びに漏水調査に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

現在、水道施設の維持管理を効率的に行うため、合併前の旧市町におい 



 

 

て構築された既存の水道管理システムのデータを有効活用し、市域におけ

る水道施設を網羅した水道管理総合システムの導入に向けた取り組みを進

められているところであるが、同総合システムにより、災害時の復旧対応

及び施設更新時期の平準化と費用の効率化が期待できることから、その速

やかな実現に努められ、維持管理に要する費用対効果を高められるよう望

むものである。 
 

浄水課 
当課では、浄水場、ポンプ場の運転・維持管理、水質検査、利水調整、水 

源の水質保全に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

三雲・高茶屋の両浄水場においては、浄水施設の運転・維持管理の一部 
民間委託により、効率的な水道経営に寄与されているが、今後も、片田浄

水場における運転管理の一部民間委託などにより、事業の効率化に努めら

れるとともに、巡回点検や水質管理などの作業を通じ、安全でおいしい水

道水を安定供給されるよう望むものである。 

また、浄水施設の維持管理等の作業に当たっては、平成１９年２月の片

田取水口における臨時職員の死亡事故を教訓として、労働安全衛生法に基

づく再発防止と体制の確立に努められたい。 
 

久居水道事業所、安芸水道事業所、一志水道事業所（美杉分室を含む。） 
各事業所では、管内における水道料金の収納のほか、給水工事及びポンプ 

場・配水場の施設等の維持管理に関する事務などを分掌している。 
（１）指導事項 
   特になかった。 
（２）所 見 

各事業所において、漏水等の緊急時の対応を行っているが、特に安芸及

び一志水道事業所においては、老朽化した浄水場、配水場、管路が多く、

故障、漏水が多発している。 
このため、安定した水道水が供給できるよう、今後とも各事業所におけ

る管路等水道施設の維持管理に十分留意されたい。 
 
 

 



津市水道局告示第２０号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。  
  平成１９年１２月２０日  

 
 

津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名   称  所   在   地  指定年月日  

有限会社 希生木  津市白山町二本木５２６０番地  平成１９年１２月１４日  

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市水道局告示第２１号  
 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置事業者規程（平成１８年津市

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。  
  平成１９年１２月２６日  

 
津市水道事業管理者  平 井 秀 次  

 
 

名  称  所  在  地  廃止年月日  

株式会社井関土木  津市一志町高野１０１番地  平成１９年１０月２２日  

 




